
決 定 要 旨 

 

被 審 人（住所） 東京都 
（名称） Ａ 

上記被審人に対する平成１７事務年度（判）第９号証券取引法違反審判事件

について、証券取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判

長審判官内田博久、審判官入木雅和、同国分貴之から提出された決定案に基づ

き、法第１８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴ 納付すべき課徴金の額 金４６万円 

⑵ 課徴金の納付期限   平成１８年８月１０日（木） 

２ 事実及び理由 

⑴ 課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実 

被審人は、平成１７年５月２５日、株式会社Ｂの社員Ｃから、同人が同

社と日本プラスト株式会社が締結した取引契約の履行に関して知った同社

の業務執行を決定する機関が株式の発行を行うことについての決定をした

旨の重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表

前の同年６月２８日及び７月５日、東京都所在のＤ証券株式会社を介し、

東京都中央区日本橋人形町１丁目１４番８号所在の株式会社ジャスダック

証券取引所において、自己の計算において、日本プラスト株式会社の株券

合計５，０００株を買付価額３１２万１，０００円で買い付けたものであ



る。 

⑵ 法令の適用 

法第１７５条第１項第２号、第１６６条第３項、第１項第４号、第２項

第１号イ(平成１７年法律第８７号による改正前のもの)、第１７６条第２

項 

⑶ 課徴金の計算の基礎 

（718 円×5,000 株） 

－（638 円×2,000 株 ＋617 円×1,000 株 ＋618 円×1,000 株 

＋610 円×1,000 株） 

＝ 469,000 円 

 

平成１８年６月９日 

金融庁長官 五 味 廣 文  

 


